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鎌ケ谷市市有財産一時貸付（庁舎食品等自動販売機設置）に係る

公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 趣旨・目的                                           

 「食品及び飲料の自動販売機並びに使用済み容器の回収ボックス」の設置及

び運営ができる事業者（以下「借受人」という。）を公募型プロポーザルによ

り決定し、借受人との間に鎌ケ谷市施設内の自動販売機設置の市有財産一時貸

付契約を締結することにより、施設の効用を高め、市民等への利便性の向上を

図る。 

 

第２ 業務概要                                           

１ 業務名  市有財産一時貸付（庁舎食品等自動販売機設置） 

２ 貸付場所  （１） 鎌ケ谷市役所本庁舎地下「休憩コーナー」 

        （２） 鎌ケ谷市役所本庁舎屋上階「展望喫茶室」 

（１）の提案は必須とし、（２）の提案は任意とする。ただ

し、（２）の提案があった場合には、「鎌ケ谷市市有財産一時貸

付（庁舎食品等自動販売機設置）評価基準」のとおり加点する

ものとする。 

３ 業務内容  別紙「鎌ケ谷市市有財産一時貸付（庁舎食品等自動販売機設

置）仕様書」のとおり 

４ 貸付期間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

第３ 契約金額（貸付料）                                         

設置する自動販売機は、食品自動販売機を除いて、最低貸付料率を５％以上

とする。 

食品自動販売機については、最低貸付料率を０％以上とする。 

なお、鎌ケ谷市行政財産使用料条例（昭和６３年鎌ケ谷市条例第１１号）に

定める使用料については徴収しないこととする。 

 

第４ プロポーザル方式の実施形式                                         

本業務は、公募型プロポーザル方式により契約候補者等を決定するものとす

る。 
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第５ 日程                                         

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 

実施内容 実施期間又は期日 

公募期間 
令和６年１２月２日（月）から令和６年１２月

２３日（月）まで 

参加申込書受付締切 令和６年１２月２３日（月） 

参加資格要件確認結果通知 令和６年１２月２５日（水） 

質問書受付締切 令和６年１２月９日（月）午後５時まで 

質問書に対する回答 令和６年１２月１６日（月） 

企画提案書提出締切 令和７年１月１０日（金） 

書類審査 令和７年１月から令和７年２月の間に実施 

審査結果通知 令和７年２月中 

契約締結 令和７年３月中 

 

第６ 参加資格要件                                         

本プロポーザル方式に参加できる者は、次に掲げる参加資格要件をすべて満

たしていること。 

１ 鎌ケ谷市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

  ※鎌ケ谷市入札参加資格者名簿に登録されていない場合は、「第７ 参加

申込方法 １ 参加申込書の提出 （１） 提出書類 Ｎｏ．２」にあ

る提出書類を提出することを要件とする。 

２ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者

であること。 

（１） 参加申込書の提出期限から契約候補者の選定までの間に、手形交換所

による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は当該業務の

実施要領公開日前６か月以内に手形、小切手の不渡りを出した者 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同

法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの 

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同

法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの 

３ 参加申込書の提出期限から契約候補者の選定までの間に、鎌ケ谷市建設工

事請負業者等指名停止措置規程に基づく指名停止を受けていない者であるこ

と。 

４ 鎌ケ谷市入札契約等に係る暴力団対策措置要綱に基づく措置要件該当者に
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該当していないこと。 

５ 過去２年間において、自ら自動販売機を設置し、営業・運営する事業（以

下「自動販売機設置運営事業」という。）の実績を有している者。 

 

第７ 参加申込方法                                         

１ 参加申込書の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、

次のとおり「参加申込書」及び関係書類（以下「参加申込書等」という。）を

提出しなければならない。 

なお、所定の期限までに参加申込書等を提出しない者又は参加資格要件を

満たさないと認められた者は、本プロポーザルに参加することができないも

のとする。 

自動販売機設置運営事業について、過去２年間において、自動販売機設置

運営事業の実績を有している者で、鎌ケ谷市（以下「市」という。）と令和７

年３月３１日までの契約を行っており、提出日現在においても契約が継続し

ている場合、Ｎｏ．１にある「過去２年間に自動販売機設置運営事業を行っ

た実績を証明する契約書等の写し」を省略することを認める。ただし、任意

の様式等で、設置場所を報告すること。 

Ｎｏ．２の提出書類については、「第６ 参加資格要件」のとおり、鎌ケ谷

市競争入札参加資格者名簿に登録されてない者のみ提出するものとする。 

（１）提出書類 

No

. 
提出書類 

部数 

１ 

〇参加申込書（様式第１号） 

〇過去２年間に自動販売機設置運営事業を行った実績を証明する

契約書等の写し 

※契約書（契約者が証明できる部分）及び仕様書等のみとし、

約款等が記載されている部分の提出は不要 

１ 
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２ 

法
人
の
場
合 

〇登記事項証明書（履歴事項全部事項証明書） 

〇印鑑証明書 

〇納税証明書（国税）直近年度のもの 

 「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その

３の３）」 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇納税証明書（県税）直近年度のもの 

 「千葉県税の完納証明書（納税証明書その２）」 

 ※千葉県内に事業所を有する場合に限る 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇納税証明書（鎌ケ谷市税）直近年度のもの 

 「法人市民税納税証明書」 

 ※鎌ケ谷市内に事業所を有する場合に限る 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇財務諸表（賃借対照表及び損益計算書）の写し 直近のも

の 

１ 

支
配
人
登
記
し
て
い
る
個
人
の
場
合 

〇登記事項証明書（履歴事項全部事項証明書） 

〇印鑑証明書 

〇納税証明書（国税）直近年度のもの 

 「所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その

３の２）」 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇納税証明書（県税）直近年度のもの 

 「千葉県税の完納証明書（納税証明書その２）」 

 ※千葉県内に事業所を有する場合に限る 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇納税証明書（鎌ケ谷市税）直近年度のもの 

 「市県民税納税証明書」 

 ※鎌ケ谷市内に事業所を有する場合に限る 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇財務諸表（賃借対照表及び損益計算書）の写し 直近のも

の 

１ 
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支
配
人
登
記
し
て
い
な
い
個
人
の
場
合 

〇身分証明書 

〇登記されていないことの証明書 

〇納税証明書（国税）直近年度のもの 

 「所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その

３の２）」 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇納税証明書（県税）直近年度のもの 

 「千葉県税の完納証明書（納税証明書その２）」 

 ※千葉県内に事業所を有する場合に限る 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇納税証明書（鎌ケ谷市税）直近年度のもの 

 「市県民税納税証明書」 

 ※鎌ケ谷市内に事業所を有する場合に限る 

 ※未納がないことを証明するものに限る 

〇財務諸表（賃借対照表及び損益計算書）の写し 直近のも

の 

１ 

※「登記事項証明書」、「印鑑証明書」、「納税証明書」、「登記されていないこ

との証明書」は、いずれも写し可とする。 

（２） 提出期限 令和６年１２月２３日（月）まで（持参の場合は、開庁日   

（土日祝日を除く）の午前８時３０分から午後５時までを 

受付時間とする。郵送の場合は、提出期限日までに必着の 

こと。） 

（３） 提出場所 〒２７３－０１９５ 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号 

         鎌ケ谷市役所総務企画部総務課人事室 

（４） 提出方法 持参又は簡易書留によること。（電子メール又はファクシ

ミリによるものは受け付けない。）          

２ 参加資格の確認等 

市は第６に定める参加資格要件を満たしているか確認を行い、参加資格の

確認結果について、令和６年１２月２５日（水）までに「参加資格要件確認

結果通知書」により通知するものとする。 

また、「参加資格要件確認結果通知書」を受領した者のうち、参加を認めら

れなかった者については、通知日から起算して５日以内（土日・祝日を除

く）に、書面（任意様式）をもって、市へ理由の説明を求めることができる

ものとする。 
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なお、市は、書面にて理由の説明を求められたときは、当該書面の受理日

から起算して３日以内（土日・祝日を除く）に、説明を求めた者に対し、書

面にてその理由を回答するものとする。 

 

第８ 質疑応答等                                         

本プロポーザルにおける質問及び回答については、次のとおり行うものとす

る。 

１ 質問 

（１） 提出書類 質問書（様式第３号） 

（２） 提出期限 令和６年１２月９日（月）午後５時まで 

（３） 提出場所 鎌ケ谷市役所総務企画部総務課人事室 

（４） 提出方法 事務局メールアドレス宛の電子メールに添付すること。件

名は【〔参加者名〕：市有財産一時貸付（食品等自動販売機

設置）質問書】とする。やむを得ない事情により、電子メ

ールによる提出ができない場合は、ファクシミリでの提出

も可。電子メール又はファクシミリ送信後は、事務局に電

話による確認連絡を行うこと。 

２ 回答 

（１） 回答期限 令和６年１２月１６日（月）まで 

（２） 回答方法 市ホームページに掲載 

 

第９ 企画提案書の作成要領                                         

第７の２において参加を認められた参加事業者（以下「参加業者」とい

う。）は、次に定めるところにより企画提案書（様式第２号）を作成し、提出

するものとする。 

１ 提案内容 

提案内容については、次の事項とし、企画提案書に記載すること。 

（１） 設置する自動販売機の種類、機能等、サイズ及び台数貸付希望面積 

 ア 鎌ケ谷市役所本庁舎地下「休憩コーナー」については、４台の自動販売

機を設置することとし、飲料自動販売機が２台、食品自動販売機が１台、

残りの自動販売機については、食品、アイス、食品飲料複合型のいずれか

１台とする。また、鎌ケ谷市役所本庁舎屋上階「展望喫茶室」について

は、１台から２台の自動販売機を設置することとし、飲料、食品飲料複合

型、食品のいずれか１台から２台とする。なお、「展望喫茶室」への設置

については、任意とする。ただし、「展望喫茶室」への設置の提案があっ
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た場合には、「鎌ケ谷市市有財産一時貸付（庁舎食品等自動販売機設置）

評価基準」のとおり加点するものとする。 

 イ 使用済み容器回収ボックスの設置（台数等）についても提案すること。 

 ウ 貸付希望面積には、機器の放熱余地、転倒防止器具等の付属設備及び使

用済み容器回収ボックスを含む。 

（２） 主な販売予定商品（１台当たりの商品構成）、販売価格表、販売商品

の入れ替え、販売商品の特徴 

（３） 管理体制 

（４） 環境への配慮 

（５） 災害時の対応 

（６） ユニバーサルデザインへの配慮 

（７） 貸付料率 

（８） 添付資料 

 ア 設置する自動販売機のカタログ 

イ 配置図 

ウ （１）のほか、パンフレット等の資料の提出も可 

 ※審査・評価での公平性を確保するため、企画提案書及び添付資料について

は、業者名、業者ロゴ等は入れないように対応すること。 

２ 企画提案書作成上の留意事項 

（１） Ａ３サイズの参考資料（図面等）がある場合は、Ａ４サイズに折り込

むこと。 

（２） 企画提案書は、所定の様式（様式第２号）を使用し、必要に応じて記

入欄の追加等を行い簡潔に記載すること。 

（３） 提出のあった企画提案書の内容について、審査の過程で疑義が生じた

場合は、後日、必要に応じて市から疑義事項の照会を行うことがあるこ

と。 

３ 提出方法等 

（１） 提出期限 令和７年１月１０日（金）まで（持参の場合は、開庁日

（土日祝日を除く）の午前８時３０分から午後５時までを

受付時間とする。郵送の場合は、提出期限日までに必着の

こと。） 

（２） 提出場所 鎌ケ谷市役所総務企画部総務課人事室 

（３） 提出方法 持参又は簡易書留によること。（電子メール又はファクシ

ミリによるものは受け付けない。）       

（４） 提出部数 １０部 
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５ 企画提案書の著作権の取扱い 

（１） 企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものと

する。 

（２） 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要が

あるときは、提出された企画提案書の全部又は一部の複製等をすること

ができるものとする。 

 

第 10 評価方法及び評価基準                                         

１ 審査委員会の設置 

提案内容の審査・評価及び契約候補者の選定を行うため、鎌ケ谷市市有財産

一時貸付（庁舎食品等自動販売機設置）プロポーザル審査委員会（以下「審査

委員会」という。）を設置する。 

２ 書類審査の実施 

審査委員会において、提出された企画提案書を「鎌ケ谷市市有財産一時貸付

（庁舎食品等自動販売機設置）評価基準」に基づき書類審査を行う。 

（１） 実施方法  

書類審査 

（２） 実施時期及び実施場所 

令和７年１月から令和７年２月の間に鎌ケ谷市役所で実施 

３ 評価項目及び評価基準 

「鎌ケ谷市市有財産一時貸付（庁舎食品等自動販売機設置）評価基準」のと

おり 

４ 最低基準点 

 本プロポーザルの最低基準点は、合計点数１００点×委員数６名×６０％＝

３６０点とする。合計点数１００点については、独自性の提案があった場合の

５点は含まないこととする。最低基準点以上の点数を得られなかった場合は、

契約候補者として選定しない。 

５ 契約候補者の選定方法 

各委員の評価点の合計点数（以下「評価点数」という。）が最も高い者を契

約候補者として選定する。 

ただし、最も評価点数の高い者が２者以上あるときは、企画提案時に提出さ

れた貸付料率が最も高かった者を契約候補者として選定する。貸付料率が同率

の場合は、審査委員会の委員による決選投票を行い、票数が最も多かったもの

を契約候補者として選定する。委員による決選投票の票数が同じだった場合は、

審査委員会の委員長が契約候補者を決するものとする。 
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  なお、契約候補者と当該業務についての協議を行った結果、契約を締結でき 

なかった場合は、評価点数の次点者を契約候補者とする。 

 

第 11 審査結果の通知                                         

契約候補者選定後、参加業者全員に選定又は非選定の結果を「審査結果通知書」

により通知するものとする。 

また、「審査結果通知書」を受領した者は、通知日から起算して５日以内

（土日・祝日を除く）に、書面（任意様式）をもって、市へ理由の説明を求め

ることができるものとする。 

なお、市は、書面にて理由の説明を求められたときは、当該書面の受理日か

ら起算して３日以内（土日・祝日を除く）に、説明を求めた者に対し、書面に

てその理由を回答するものとする。 

 

第 12 審査結果の公表                                         

１ 公表方法 

契約候補者選定後、本プロポーザルにおける審査結果を市ホームページにお

いて公表するとともに、鎌ケ谷市役所総務課人事室窓口において閲覧に供する

ものとする。 

２ 公表内容 

（１） 業務名 

（２） 審査結果（契約候補者の名称及び評価点数、契約候補者以外の参加業者

の評価点数） 

（３） 契約候補者の選定理由 

（４） 参加業者数 

３ 公表内容に係る留意事項 

（１） 契約候補者以外の参加業者の名称は公表しない。 

（２） 契約候補者以外の参加業者の評価点数は点数順で表記する。 

 

第 13 失格要件                                         

次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。 

（１） 参加資格要件を満たしていない又は満たさないこととなった場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 実施要領等で示された提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の

留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４） 審査及び評価の公平性を害する行為があったと市が認める場合 
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第 14 契約に関する基本的事項                                         

契約候補者と当該業務について協議を行い、内容について双方合意の上、当

該業務仕様書を作成し、随意契約の方法により契約を締結する。 

 

第 15 その他留意事項                                   

１ 本プロポーザルに係る費用については、すべて業者負担とする。 

２ 提出された書類は返還しないものとする。 

３ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用途に使用

しないものとする。 

４ 提出期限以降における提出書類の差替え、訂正、再提出は認めないものと

する。ただし、市から指示があった場合を除く。 

５ 参加業者が１者であっても、審査及び評価を行い、契約候補者として適当

でないと認められる場合には、契約候補者と特定しないことがある。 

６ 企画提案書については、参加業者１者につき１提案に限るものとする。 

７ 参加申込書等を提出した後、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を

求めることがある。 

８ 本プロポーザルに用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の

標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

９ 提出された企画提案書は、鎌ケ谷市情報公開条例（平成１１年鎌ケ谷市条例

第３号）に基づく情報開示請求の対象となる。 

 

第 16 問い合わせ先（事務局）                               

 鎌ケ谷市役所総務企画部総務課人事室 担当 小髙 

 電 話：047-445-1057 

 ＦＡＸ：047-445-1400 

 Ｅ‐ｍａｉｌ：jin-kyuuyo@city.kamagaya.chiba.jp 


